
議案第６号 

関市介護保険条例の一部改正について 

関市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年２月１９日提出 

            関市長 山 下 清 司     

提案理由 

 第９期関市介護保険事業計画の策定に伴い、この条例を定めようとする。 



関市介護保険条例の一部を改正する条例 

関市介護保険条例（平成１２年関市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に改

め、同条第１号中「第３８条第１項第１号」を「第３９条第１項第１号」に、

「３４，２００円」を「２８，７２８円」に改め、同条第２号中「第３８条第１

項第２号」を「第３９条第１項第２号」に、「５１，３００円」を「４４，４６

０円」に改め、同条第３号中「第３８条第１項第３号」を「第３９条第１項第３

号」に、「５１，３００円」を「４４，８０２円」に改め、同条第４号中「第３

８条第１項第４号」を「第３９条第１項第４号」に、「６１，５６０円」を「５

８，１４０円」に改め、同条第５号中「第３８条第１項第５号」を「第３９条第

１項第５号」に改め、同条第６号から第９号までを次のように改める。 

（６） 次のいずれかに該当する者 ７１，８２０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額（地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額をいい、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得

金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）が８００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規

定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護（同法第２条に

規定する保護をいう。以下同じ。）を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、

第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イに該当す

る者を除く。） 



（７） 次のいずれかに該当する者 ７５，２４０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が８００，００

０円以上１，２５０，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第

１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除

く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ８５，５００円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が１，２５０，

０００円以上２，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ、

第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １０２，６００円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が２，０００，

０００円以上２，９００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１１号イ、

第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

第２条に次の５号を加える。 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １１６，２８０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が２，９００，

０００円以上４，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 



イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ又

は第１３号イに該当する者を除く。） 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １２９，９６０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が４，０００，

０００円以上５，４００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１３号イ

に該当する者を除く。） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １４３，６４０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が５，４００，

０００円以上７，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者

を除く。） 

（１３） 次のいずれかに該当する者 １５７，３２０円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が７，０００，

０００円以上１０，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

（１４） 前各号のいずれにも該当しない者 １７１，０００円 

第４条第３項中「第３８条第１項第１号イ」を「第３９条第１項第１号イ」に、

「又は第８号ロ」を「、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２



号ロ又は第１３号ロ」に、「令第３８条第１項第１号から第８号」を「同項第１

号から第１３号」に改める。 

附則第６条中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

附則に次の１条を加える。 

（令和６年度から令和８年度までにおける保険料の特例） 

第２１条 令第３９条第５項から第７項までの規定により令和６年度から令和８

年度までの第１号被保険者の保険料の額は、第２条第１号から第３号までの規

定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

（１） 令第３９条第１項第１号に掲げる者 １７，１００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３０，７８０円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４４，４６０円 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第２条及び第４条第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の介護

保険料について適用し、令和５年度分までの介護保険料については、なお従前

の例による。 


